業務委託基本契約書

個人事業主であるname（以下「甲」という。）とname（以下「乙」という。）とは、甲の乙に対する業務の委託について次のとおり業務委託基本契約（以下「本契約」という。）を締結する。

第１条（業務の委託）
甲は、乙に対し、以下の業務（以下「本件業務」という。）を委託し、乙はこれを受託するものとする。
・甲の取引先より受託する営業・販売等の代行業務
２．乙は、本件業務の実施にあたり、本契約および個別契約に従い関連諸法令を守り、自ら本件業務の実施計画を立案し、本件業務の趣旨に従い誠実に処理しなければならない。
３．乙は甲に対し前項の本件業務について、自己の裁量と責任で完遂する義務を負う。

第２条（基本契約の適用）
個々の本件業務には、本契約の他、次条に基づき締結される本件業務に関する個別契約が適用されるものとする。
２．甲および乙は、個別契約において本契約の一部の適用を排除し、または本契約と異なる事項を定めることができる。この場合、個別契約の条項が本契約に優先するものとする。

第３条（個別契約の成立）
甲が乙に本件業務を委託する場合には、その都度甲乙間にて本件業務に関する個別契約を締結するものとする。
２．個別契約は、甲が乙に対し個々の本件業務に対する発注条件（期間、業務委託料金、作業場所等）を記載した発注書、業務依頼書、仕様書またはそれに準ずる書面（以下「仕様書等」という。）を電子メール送信等の方法によって交付する。
３．乙は、第２項に従い甲が乙に交付した仕様書等に定める内容をもって、業務を受託することを拒絶する旨の申し入れを３日以内に行わない限り、個別契約が成立したものとする。
→何かしら返事貰って成立　３日以内？日付必要？

第４条（業務委託代金および経費）
本契約および個別契約に基づき甲が乙に支払う業務委託代金は、仕様書等に定めるとおりとする。
２．経済状況の変化、物価の上昇、法令の変更等に基づき本件業務の内容の変更、その他業務委託代金等の変更を必要とする事由が生じた場合は、甲乙協議の上、変更するものとする。
３．甲は、乙に対し、乙が本件業務の遂行に必要な甲が事前に承諾した経費を負担する。
４．乙は前項の費用を甲に代わり立て替えることができる。この場合の精算については仕様書等に準ずるものとする。
→清算方法記載
５．天災·事故や担当者の体調不良等などで、乙が契約期間内に活動が不可能になる場合（以下、「活動不能」という。）は、事前に甲に通知するものとし、やむを得ない理由により事後にしか通知できない場合は、当該理由が解消された後、直ちに甲に通知するものする。また、長期間に渡り活動不能になった場合の対応については、甲乙協議して定めるものとする。
６.前項の規定に基づき乙が契約期間内に活動不能となった日があった場合は、甲は乙に対し、活動不能となった日数分の受託代金（以下、「代金返還額」という。）の返還を求めることができるものとし、乙は当該活動不能日があった委託業務実施月の委託代金請求額から代金返還額を差引いて、甲に請求するものとする。
→日数分とか無い　「契約期間内に活動不能となった日」の対応について

第５条（業務委託代金の支払規定）
乙は、稼働月に係る第４条所定の業務委託料金および経費（甲が事前に承認したものに限る。以下同じ。）を記載した請求書を、稼働月の翌月第３営業日（以下「請求書交付期限」という。）まえに甲に交付しなければならない。
２．甲は、前項の規定に基づき、乙から請求書交付期限までに適正な請求書を受領した場合は、乙に対し、翌月末日（以下「支払期限」という。）までに、乙の指定する金融機関の口座に振込む方法によって支払うものとする。なお、振込手数料は甲の負担とする。
３．前項の規定にかかわらず、甲が適正な請求書を請求書交付期限までに受領できない場合、甲および乙は、請求書交付期限から適正な請求書を受領するまでの期間、支払期限が自動的に延長されることをあらかじめ合意する。

第６条（資料等の貸与）
甲は、乙に対し、本件業務の遂行のために甲が認める資料および物品（以下「業務資料等」という。）を貸与または提供するものとする。
２．乙は、事前に甲の書面による承諾を得ない限り、業務資料等を複製および改変することはできない。
３．乙は、甲より貸与または提供を受けた業務資料等を他の資料および物品と区別し、善良な管理者の注意をもって保管し、本件業務遂行の目的以外に使用または利用しないものとする。
４．乙は、業務資料等が不要になったときもしくは甲が要求したときまたは本契約が終了したときは、業務資料等を速やかに甲に返還または甲の指示する方法で完全に削除または廃棄するものとする。

第７条（商標等の取扱い）
乙は、甲が甲の取引先が所有する商標等の仕様を当該取引先より許諾を受けている場合、乙が本件業務を実施するために必要な範囲内において、甲が当該取引先から課されている使用条件に従い、商標等を使用することができるものとする。

第９条（報告）
乙は、甲の請求があればいつでも本件業務に関する履行状況を報告しなければならないものとする。

第10条（再委託）
乙は、本件業務の全部または一部を第三者に再委託する場合は、その業務の範囲、相手方、再委託の理由等につき、甲の事前の書面による承諾を得なければならない。この場合、乙は、当該第三者との間の契約において、本契約に基づく乙の義務と同等の義務を当該第三者に負わせるものとし、当該第三者の義務違反（秘密保持義務違反を含むが、これに限られない。）について、一切の責任を負うものとする。

第11条（業務委託契約の確認）
甲および乙は、①お互いがあらゆる面において独立した当事者であること、②本契約が将来的に継続的な業務委託契約の締結を約束するものでないこと、③本契約により、甲乙間に雇用関係が生じるものでないことを相互に確認する。

第12条（甲の顧客等との取引禁止）
乙は、甲との契約期間中および甲との契約が終了、解除、取消、無効となった場合は、その後２年間は、乙が受託業務上担当した甲の顧客・提携企業に対して、甲の商品・製品・サービスに競合する、商品・製品・サービスの提供を行わないものとする。
→記載して問題無いか

第13条（引き抜き行為の禁止）
乙は、甲との契約期間中および甲との契約が終了、解除、取消、無効となった場合は、その後２年間は、甲の役員もしくは従業員（正社員、パートタイマー、契約社員、派遣社員等名称を問わず一切の従業員をいいます。）または乙以外のその他の甲の業務の受託者を勧誘し、甲からの退職や甲との契約の解除等を促し、その他の何らの働きかけも行わないものする。
→記載して問題無いか

第14条（守秘義務）
乙は、本契約および個別契約に基づく、本件業務の実施にあたり知り得た甲もしくは甲の取引先または甲の指定する業務上の秘密、本契約の存在および内容、本件業務の成果、本契約を通じて相手方から口頭または書面を問わず開示されたアイデア、ノウハウ、データ等の技術上、営業上および業務上の一切の情報ならびに個人情報（以下「秘密情報」という。）を、第三者に漏洩し、または開示し、もしくは他の目的に使用してはならない。
２．本条の規定については、本契約の終了にかかわらず、その効力は消滅せず、なお有効に存続するものとする。

第15条（損害賠償等）
乙が本契約および個別契約の履行に関して、故意または過失により甲に損害を与えた場合、甲は、乙に対し、その損害の賠償を請求できるものとする。
２．前項の規定にかかわらず、個別契約において一部の稼働期間や期日を定めた取り決めに対し、乙がその定めを反故にする等の行為により、甲が甲の取引先より信頼を損なう等の事態が生じた場合も、甲の損害とし、業務委託料に定めた金額を上限として、甲は乙に損害賠償を請求できるものとする。
３．乙が本件業務の実施に際して故意または過失により第三者に損害を与えた場合または第三者との間に紛争が生じた場合等には、乙は乙の責任と負担において解決をはかり甲には一切迷惑をかけないものとする。

第16条（反社会的勢力の排除）
甲および乙は、 相手方に対して、暴力団および暴力団関係者等、総会屋等、社会運動等を標榜して不当な利益や行為を要求する団体または個人、その他これらに準ずる者のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
２．甲および乙は、相手方に対して、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
1 暴力的な要求行為
2 法的な責任を超えた不当な要求行為
3 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
4 風説を流布し、偽計を用い、もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
5 その他前各号に準ずる行為

第17条（契約の解除）
甲または乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、それぞれ相手方に何らの催告なくして直ちに本契約または個別契約の全部または一部を直ちに解除することができるものとする。　→その場合の金銭債務の処理について
1 本契約または個別契約に基づく債務を履行しないとき
2 差し押さえ、仮差し押さえ、仮処分、競売、強制執行等を受けたとき、または租税滞納処分、その他、 公権力による処分を受けたとき
3 手形、小切手が不渡りになったとき
4 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てをしたとき、またはこれらの申立てを受けたとき
5 解散、合弁または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡を行おうとしたとき
6 債務の履行が困難になり、またはそのおそれがあると認められるとき
7 本契約の履行が困難と認められる事由が生じたとき
8 所在不明となったとき
9 その他、前各号に準ずる事実があったとき

第18条（紛争の解決）
本契約または個別契約に定めのない事項および本契約または個別契約の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙協議のうえ、これを解決する。
２．前項の定めにかかわらず、甲乙間の紛争に解決がみられない場合、本契約および個別契約に関する訴訟については、甲の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第19条（有効期間等）
本契約の有効期間は、契約締結の日から１年とする。ただし、期間満了の１ヶ月前までに甲または乙から書面による変更または終了の申し出のないときは、本契約は契約期間満了日の翌日からさらに１年間延長されるものとし、その後も同様とする。
２．甲および乙は、本契約の有効期間中にもかかわらず本契約の解除を希望する場合は、本契約解除希望日の30日前までに書面にて相手方に申し出を行うものとする。ただし、契約終了日に関しては甲乙協議の上、決定するものとする。
３．本契約の定めは、甲乙双方が署名捺印した書面により変更できるものとする。

第20条（準拠法）
本契約は、日本法を準拠法とし、日本法に従い、解釈されるものとする。

本契約締結の証として本書２通を作成し、甲乙署名捺印またはこれに代わる電子署名を施し、甲乙各１通を保管する。
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